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、

第
三
巻
第
一
號

各
國
憲
法
上
に
於
げ
る
上
院
の
地
位

肉
崎
叉
次
露

　
今
罐
鶉
磯
の
醜
潟
的
幾
態
に
於
て
譲
禽
疏
治
期
も
肉
隔
制
鷹
を
磯
立
せ
ん
蜜
す
る
以
上
は
．

墓
曽
提
憲
し
て
、
是
非
典
。
逡
轟
櫨
を
櫨
隈
し
て
、
比
例
儒
嚢
に
依
る
讐
鐵
逡
鱗
法
を
探
鷹
す
る
と

一羨
艦
、
貸
族
騰
の
擢
隈
箆
ぴ
繊
織
を
改
革
し
て
、
之
に
履
懸
せ
し
め
な
δ
れ
ぱ
塗
ら
奪
い
。
　
勿
蕊
磯

む
．
奮
罐
行
魂
巻
に
は
驚
醤
葎
の
事
情
を
も
十
分
．
考
慮
せ
塗
け
醜
ぱ
塗
ら
な
》
の
で
あ
る
郎
、
窮
穏

す
轟
所
鷹
尚
融
で
め
る
◎

　
露
が
、
最
近
．
清
浦
内
閣
の
織
織
せ
ら
れ
て
以
癖
．
或
は
之
を
以
風
盤
藤
薩
殉
閣
』
で
あ
る
と
韓
ぴ
．

虜
・
嬢
之
を
以
で
『
藤
権
穐
幽
厚
で
あ
る
と
云
ウ
て
、
殆
ど
留
園
鞭
繋
の
や
5
響
め
る
辱
　
蝉
般
の
窺
勢

　
　
　
墓
に
簸
、
嬢
茜
轟
鷹
O
簸
磁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

法

學

研

蜘冗



　
　
　
萎
磯
憲
濃
上
に
於
碑
る
血
儲
ゆ
簸
催
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

醸
、
霧
の
館
き
内
膨
を
恥
博
臓
働
漁
せ
し
め
な
砂
れ
ぱ
已
ま
莚
》
と
曇
ふ
宿
機
で
あ
る
。
私
叢

は
、
そ
れ
よ
蚕
も
、
も
つ
ε
隅
題
の
穫
擬
に
鯛
れ
た
ψ
。
要
す
る
に
、
溝
濾
内
閣
嫁
お
も
の
は
、
大
な

る
珊
瑚
礁
の
、
儀
に
水
薗
上
に
贋
れ
た
る
醐
部
分
に
過
ぎ
な
い
。
識
禽
政
祐
を
し
て
頓
挫
せ
し

め
る
噛
の
は
．
事
ろ
、
叢
水
翼
下
に
懸
れ
泥
る
大
部
分
で
ゐ
る
。
そ
れ
は
、
鋤
ち
我
園
の
愚
法
上
に

於
サ
る
糞
族
院
の
地
位
で
あ
る
。
此
隅
題
が
解
決
せ
ら
れ
璽
い
隈
ら
↓
貴
族
院
内
閣
』
は
特
横
者

陪
綾
の
内
閣
で
あ
る
か
ら
ε
嚢
つ
て
．
幾
度
．
之
を
倒
濃
せ
し
め
で
も
．
納
罵
．
そ
れ
は
無
’
駄
で
あ
ら

う
。
蒼
．
『
貴
欝
院
内
麗
あ
み
で
は
な
い
、
霞
⇔
．
そ
蜘
が
棄
議
驚
内
騰
や
め
つ
て
も
。
貸
族
院
に
し
τ

今
日
の
如
き
地
位
を
有
し
て
耀
る
以
上
、
決
し
て
、
議
會
敷
治
な
る
も
の
は
圏
滑
に
運
用
せ
ら
る

ぺ
き
略
の
で
は
な
い
。
今
日
、
偶
曇
斯
の
如
き
間
題
が
起
つ
て
屑
る
の
で
あ
る
か
ら
し
風
秘
は

先
づ
、
憲
法
上
に
於
碓
る
上
院
の
地
位
な
る
も
の
を
．
各
醐
の
事
情
に
照
し
て
、
肴
察
し
て
見
や
う
。

　
　
　
　
　
　
鋤
　
議
◎
の
一
灘
・
織

　
元
家
．
議
曾
．
即
ち
立
法
部
（
ド
戯
肋
算
蒙
6
）
の
組
織
に
は
．
一
醗
制
耀
（
鴫
鼠
9
羅
邑
もo
協
富
ヨ
）
ε
二
院

翻
」
茂
（
ぎ
邑
留
常
謹
）
嬬
が
あ
る
．
而
し
て
、
此
等
の
制
燦
の
利
轡
獅
失
に
就
炉
て
は
、
政
治

學
．
瀞
の
幌
、
幡
於
て
噛
．
跡
．
沸
・
常
に
饒
論
の
あ
る
所
で
め
る
．
そ
“
，
は
瓢
も
角
と
し
て
、
今
日
、
殆
ど



纏
響
の
立
憲
綱
、
擁
に
虫
聾
な
る
繭
属
が
二
院
制
罐
を
探
用
し
て
騰
る
嘘
云
ふ
こ
ξ
は
事
實
で

め
る
。
難
、
艦
勃
爾
牙
利
、
蹄
威
．
及
ぴ
中
央
亜
米
利
・
翻
の
賭
國
．
新
興
臓
に
於
て
は
、
芥
臨
、
漏
ス
き
亀

影
汲
．
ぴ
ム
畢
ザ
ー
メ
ラ
ヅ
ィ
ア
の
議
闘
、
並
μ
濁
逸
の
十
六
邦
、
瑞
繭
の
†
六
州
、
及
ぴ
卿
奈
陀
の
六

鰯
の
み
な
藁
院
制
燦
を
探
用
し
て
居
．
る
の
で
あ
る
①
。
，
此
轟
賀
に
徽
し
て
も
、
如
何
に
二
院
網

壌
炉
脚
鯉
魔
認
め
ら
・
れ
て
居
る
か
を
鐙
明
す
る
こ
ε
が
出
襟
る
の
で
あ
る
。
私
に
於
て
も
爽

臨
尉
題
に
鶉
い
¢
、
多
少
の
謀
見
が
塗
い
で
は
な
い
が
ぞ
師
鳳
後
総
に
践
る
。

　
　
（
■
）
騨
院
圃
度
は
撫
ね
小
欄
、
或
に
聯
邦
々
梼
成
し
て
偲
る
所
の
鰭
，
郷
に
於
て
捺
飛
せ
ら
れ
て
居

　
　
る
や
う
で
あ
る
。
　
戯
鋤
，
轍
太
利
聯
邦
の
ク
イ
ー
ソ
メ
ラ
y
ド
州
も
亦
，
徳
來
の
二
跣
制
度
々
慶
止

　
　
し
て
」
院
制
慶
か
探
用
し
敦
．

　
　
更
に
、
戴
遡

鼠
牟
開
に
於
、
て
，
崇
國
の
省
都
市
に
於
て
も
亦
℃
斯
の
如
電
鰯
鵬
な
崖
じ
れ
δ
国
置
お
≦
・
閃
‘

　
　
↓
富
O
o
さ
霧
誉
窪
ゆ
o
h
獅
藩
婬
5
0
即
内
艀
・
密
2
，
a
・
Ψ
ぢ
8
鴇

　
　
爾
ほ
雛
欧
7
洲
大
載
前
に
於
て
、
榊
跣
制
度
か
探
用
し
て
居
つ
れ
傭
國
の
繍
験
に
就
い
て
に
魅
テ
ム
パ
リ

　
　
の
『
元
老
院
及
び
上
院
』
急
3
驚
幕
》
軍
妻
．
く
‘
ω
。
2
蕊
暫
髭
ε
履
9
議
ザ
舞
・
噌
『
呂
鼻
蔓
o
）
奉
参
照
し
て
貰
ひ

　
　
糞
い
。

　
　
　
　
　
ニ
　
ニ
院
制
燦

　
そ
隻
で
、
二
院
制
騰
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
普
魎
、
季
民
的
I
i
管
し
か
5
歎
ふ
・
｝
》
と
が
出
，
楽
．
る
”
露

　
　
　
　
各
憾
憲
縁
止
瑞
於
け
る
上
臨
φ
億
儲
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
暴



　
　
　
各
磯
憲
驚
上
に
総
虚
轟
嘉
職
⑳
蟻
癒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
騰

ら
躍
‘
』
璽
な
る
舎
議
磁
ピ
・
篤
較
酌
、
単
罠
的
で
な
い
、
糞
は
憂
く
貴
族
鯵
艦
島
禽
議
膿
よ
塾
震
露

し
て
居
る
所
の
議
禽
の
綴
織
で
あ
る
．
我
國
も
亦
、
憲
法
．
整
二
士
轍
藻
瞬
依
つ
て
．
跳
灘
麗
を
探

用
し
て
居
る
。

　
何
紋
に
、
鑑
鯉
に
於
け
る
．
露
翼
な
る
藷
園
が
擬
の
如
き
二
騰
制
腹
留
嫌
鵡
す
る
に
至
つ
た
か

ε
云
ふ
に
ぞ
れ
は
各
國
、
数
政
漕
的
離
情
を
異
に
し
て
居
る
に
畿
つ
て
．
之
を
採
罵
し
た
る
癒
園

を
も
亦
、
自
ら
異
に
し
て
屠
る
の
で
あ
る
。
　
即
ち
、
英
園
、
及
び
多
轍
の
殿
灘
大
鍵
議
國
に
焚
で
は
、

貴
族
勢
李
民
の
軋
榛
を
綾
勲
せ
ん
が
露
に
、
此
闘
慶
が
探
期
ぜ
嶺
れ
驚
。
腿
し
．
英
國
に
於
妙
る

二
院
制
虞
は
、
婁
ろ
、
稿
然
に
螢
蓬
し
た
る
も
の
で
あ
つ
で
郡ゆ
、
士
婦
籔
鵜
の
螢
．
あ
の
チ
。
．
蓄
塾
ン
疑

膜
伽
・
寧
創
時
代
か
ら
ア
岬
フ
，
ド
王
の
時
代
、
更
に
ノ
壕
噸
ソ
撮
畷
の
縛
代
を
経
て
、
蓮
翻
ε
し

｛
樽
り
詫
所
の
大
會
織
く
鶴
嵯
麟
馨
0
8
鑑
誉
目
）
の
後
身
鐙
為
鷺
族
院
ハ
誠
鍵
霧
鼠
び
黛
島
）
に
、
騰
毘

院
｛
智
遍
乳
6
畠
嚢
）
な
る
も
の
が
附
魏
へ
ら
れ
驚
の
で
め
轟
。
乍
併
、
典
後
．
英
圃
醐
特
の
騰

閣
傭
鞄
一
炉
霞
達
7
す
る
に
礎
り
て
．
（
貴
族
院
の
糟
限
は
漸
凍
、
縮
小
せ
ら
れ
で
．
終
櫨
、
干
九
喜
†
一
年

㊨
議
禽
懐
（
ぎ
詩
晃
再
貧
）
に
依
り
て
一
段
落
を
管
げ
驚
。
之
櫨
英
國
の
議
禽
政
治
に
於
纏

轟
顧
磐
奪
毎
灘
嚢
で
あ
轟
、
嚇
も
驚
雛
國
の
貴
族
椀
は
、
今
凶
に
於
《
も
．
猫
嶽
微
界
中
。
簸
奄
鑑
族



的
に
レ
て
．
蕊
う
濠
も
電
・
索
稼
拳
皐
院
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
、
多
鮫
の
蹴
洲
大
陸
諸
画
に
於
け

る
二
騰
、
髄
魔
は
毒
く
・
比
笛
陥
慨
の
竃
襲
が
、
儲
爾
西
革
命
以
楽
．
轟
制
叢
麟
麟
鍬
．
す
る
昆
霊
々
義

◎
額
、
纂
4
蝿
嗅
巳
む
を
得
噸
霞
健
せ
な
け
れ
ば
な
ら
電
か
つ
だ
所
の
、
島
虫
的
な
る
代
表
機
闘

蟻
磯
し
叉
傑
守
葡
・
嶋
し
窯
殊
に
特
櫨
考
階
級
よ
極
成
る
機
鷹
を
以
て
、
露
奪
牽
制
せ
ん
が
爲
に

捨
二
瑠
レ
掬
蔭
嘱
硲
で
あ
轟
◎
だ
か
ら
、
塊
等
の
諸
國
に
於
て
は
、
駄
洲
大
磯
後
の
今
闘
に
於
て
．
》

る
『
鵜
琴
纏
・
鳩
叢
和
政
膚
を
樹
践
，
し
て
居
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
む
、
職
繭
ヤ
玉
鵯
の
下
に
穣
在
レ
た

騨
の
幽
臨
な
黍
噸
の
畷
擁
れ
も
欝
冷
叢
趨
、
原
騒
ぴ
側
向
に
於
て
、
又
．
第
鍛
際
醐
活
馳
に
於
て
屍
．
艶

禽
噛
的
で
曝
な
か
っ
詫
⑳
で
あ
る
㈹
。
　
擬
の
如
き
繕
膿
｛
嫌
に
蔓
騰
の
誰
験
き
暴
に
鰭
9

響
漁
轟
臨
の
窃
蕉
が
鼠
畿
々
鞠
ゼ
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
番
ε
齎
懲
し
て
．
面
隠
舗
，
廃
を
叢
．
曝
す

曇
卿者も

簿
い
で
幡
な
い
が
、
そ
蘇
に
聯
か
嘗
塾
な
い
で
あ
ら
う
鱒
．
二
院
翻
魔
で
あ
る
か
ら
ピ

鴛
輪
で
必
禽
レ
．
噺
融
禽
繭
階
，
糠
の
御
雀
を
窟
賊
煙
な
い
。
爾
院
は
艶
舟
艦
期
を
昊
に
し
．
選
簿

⑳
寧
寿
り
法
y
幣
導
そ
轟
に
嘗
噺
嘘
れ
ピ
も
盛
脚
れ
も
、
之
を
奪
民
繭
に
す
あ
二
雛
溺
幽
燕
る
の
で
あ
惹
。

鮮
働
咳
濃
翻
及
酵
偽
脳
薦
の
鴛
嚢
院
（
雑
欝
器
”
ぎ
q
の
如
潅
も
の
で
あ
蓼
。
叉
．
翼
に
。
麟
蝿
騨

曳

薦
凋
轟
轟
卜
吊
ア
漁
び
畠
ー
ψ
ー
ス
，
ザ
署
ア
婁
外
の
磯
鰯
が
、
翻
三
薦
灘
選
黎
螺
罵
彫
驚

　
　
　
　
蚤
墨
薫
雛
蕊
に
黄
砂
垂
戯
の
繍
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
里



　
　
　
　
舎
鷺
“
璽
鷹
よ
魔
於
げ
轟
鵡
曜
φ
職
便
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

ピ
会
ふ
励
機
は
勿
論
、
騰
叢
塵
縫
的
で
な
い
ビ
は
謂
へ
な
い
儲
、
夷
に
．
二
騰
鵠
麗
は
．
潔
國
及
び
蕎

薦
逸
帝
國
麟
の
勲
港
職
邦
欄
度
の
繕
國
に
於
て
の
、
番
邦
の
利
鍵
と
榊
般
園
民
の
騨
釜
ε
を
調

和
せ
し
め
ん
が
爲
に
、
騰
，
史
的
に
探
用
せ
ら
れ
た
。
耶
ち
、
跳
馨
齢
粛
瞬
に
於
け
る
上
院
は
、
聯
邦

を
構
成
し
て
居
る
隣
の
餐
邦
嬢
灘
を
代
裏
し
て
居
る
愚
の
で
あ
つ
τ
．
比
綾
的
、
重
要
壌
る
地
位

を
占
惨
て
居
る
の
で
め
る
薗
そ
轟
櫨
轡
癒
．
下
醗
に
於
て
．
纏
奪
ψ
醐
係
を
竜
有
し
て
雇
慧
い
駈

の
凄
震
栂
の
、
行
政
的
及
び
司
滋
鱈
擢
騰
を
賦
興
ぜ
ら
れ
て
腰
る
．
磯
に
．
盤
濁
逸
帝
國
の
聯
邦
詳

議
奮
（
督
露
憂
琶
鱒
）
が
さ
う
で
あ
つ
て
．
或
學
者
の
如
き
は
之
塗
以
て
．
驚
塞
．
寛
法
的
機
闘
で
は
な

壁
ピ
書
つ
か
程
で
め
る
㈹
。
鰻
後
に
ヤ
縫
本
櫛
、
墨
西
寄
及
ぴ
爾
燦
醗
鵡
軸
國
に
於
て
は
．
二
院
凝
度

機
償
盤
塗
る
研
究
の
絡
築
探
婿
せ
ら
れ
た
。
而
し
て
、
大
騰
に
於
て
．
織
國
は
薦
善
魯
西
議
會

｛
犀
舞
畦
）
の
貴
族
陀
（
鴇
鶏
窪
ぎ
呂
及
ぴ
衆
議
臨
（
き
慧
蔓
偽
鑑
蓉
一
）
を
以
て
典
塑
ε
し
、
叉
、
愚

密
藤
町
茂
び
需
来
藷
典
和
瞬
は
米
園
騰
邦
議
曾
（
O
o
お
器
邑
の
驚
蕊
薩
ハ
望
欝
窪
）
及
び
代
議
院
（
二
皇
羅

忌
、
参
蔭
露
暴
驚
窪
）
を
燃
て
模
範
ε
し
た
や
う
で
あ
る
。

　
　
（
2
）
望
書
鮮
”
・
P
讐
疑
一
8
一
〇
噌
o
一
兇
一
昆
、
浮
尋
8
”
ヤ
お
。
。
二
≦
ざ
薦
峯
》
馨
爺
る
盗
菱
・
醤
瀞
罰
≧
囲
卿
一
ぎ
＾
ぎ
嘩
謬

　
　
8
葦
勘
喜
罐
璽
亀
豊
㎝
茜
暑
紳
鱒
》
駒
撃



｛
β
穿
璽
一
一
ぢ
お
認
げ
欝
竃
噸
類
¢
讐
籍
拗
尋
3
炉
一
名
み
一
ご
署
・
鱒
鴇
・
8
鯵

（
4
》
　
冨
“
3
『
卿
｝
国
『
羅
麟
謬
9
憎
〇
一
置
g
一
曽
剛
窪
8
《
お
曽
ノ
・
唱
や
畠
ω
り
岡
蜜
・

〔
5
》
　
穿
評
幽
”
り
国
・

い
鴇
鷺
“
脚
囲
婁
｝
［
り
誤
o
乞
●
毛
O
o
房
馨
艮
齢
睾
回
亀
両
耀
弓
。
鳴
サ
質
協
・

（
6
・
）
離
洲
大
塀
後
の
聯
、
麟
、
逸
が
立
法
上
及
ぴ
行
政
上
に
於
て
、
申
掘
難
欄
虫
義
か
軌
噂
伽
る
鰭
果
専

・
鞘
郵
制
．
燦
“
ン
張
磁
辱
鉱
る
，
地
方
蝕
総
圭
養
の
総
一
國
翁
凶
傑
擢
留
甦
麟
”
二
為
曇
ツ
糞
糧
度
の
も
の
と
．
鶴
つ
む
。

聯
鄭
癒
購
鑑
即
し
て
艦
る
所
の
各
邦
が
．
藤
掻
法
に
於
て
は
の
帥
騨
帥
の
鱒
礎
噺
め
る
け
れ
ど
も
、
新
織
法
に
於

て
纏
ぎ
山
理
電
め
る
二
る
に
供
つ
て
も
亦
、
其
地
位
の
墜
化
し
鷲
ゐ
・
鴨
と
は
親
に
れ
る
の
で
あ
る
。

・
3
塊
鎌
澗
も
亦
．
償
州
大
職
後
．
聯
邦
髄
度
か
探
用
し
糞
の
で
め
昌
が
．
立
浅
上
及
び
行
政
上
瓜
於

で
凄
雛
菊
講
爾
聯
邦
髄
、
慶
、
二
り
も
ゆ
央
臨
，
櫨
的
で
あ
る
か
ら
し
憲
、
矯
ぞ
禰
，
名
一
餓
魔
で
あ
る
．

（
8
》
糊
遡
聯
癒
漢
に
ぽ
於
嫉
5
鋤
騨
階
會
“
劣
o
毬
碧
鴇
）
の
櫨
能
は
，
如
何
敵
乃
意
瞳
に
於
て
も
．
到
臨
．
欝

囎
邦
騨
麟
禽
（
ω
鷺
倉
器
¢
に
及
ば
電
い
。

（
“
．
ψ
、
「
嬰
ス
μ
晶
轟
暁
ノ
鶴
ノ
代
麟
法
昌
於
ケ
タ
ハ
之
チ
畢
縄
昌
雌
解
之
夢
事
實
昌
畿
ぴ
チ
、
其
ノ

不
鐙
〆
機
質
・
タ
〃
噂
ト
サ
麟
験
ス
彪
恩
ト
鋤
得
（
．
軸
ナ
壌
；
！
｝
蓬
伊
麟
簿
曳
、
鞭
國
懸
浅
皇
室
典
範

雛
マ
解
、
索
十
三
夏
。

　
　
　
　
　
踏
欄
　
二
院
細
“
騰
歯
、
ε
纏
隅
禽
璽
政
治

　
二
院
制
度
を
辮
饒
ず
る
愚
饗
は
独
瀞
、
心
理
的
見
地
の
上
に
立
つ
て
、
爾
院
が
互
に
鯛
麹
す
る

か
疹
し
で
、
決
畿
を
臓
量
触
ら
し
め
決
し
て
、
一
時
駒
の
威
情
に
支
臨
せ
ら
れ
．
或
は
鯛
人
の
雄
辮

　
　
　
　
盛
鱒
盛
歪
に
於
嫉
轟
上
饒
の
綿
監
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竜



　
　
　
盤
璽
罵
鎗
蕊
に
幾
嬢
轟
轟
難
⑳
緯
健
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義

罎
蝕
響
轟
管
藪
鱗
て
鍛
縫
儀
寳
鶴
艦
流
戯
る
麟
翻
き
二
証
隙
載
い
ピ
露
ひ
．
叉
．
蜜
糠
麟
鑑
地
の
上

に
重
囎
驚
、
薦
隣
麟
炎
々
鶏
穏
鋼
髭
び
綴
繊
を
轟
に
し
鷲
勝
愚
か
ら
し
で
．
麓
《
立
摯
を
し
《
爵

勢
に
順
鰹
せ
し
め
る
こ
纏
が
蹴
廓
る
該
露
つ
て
居
る
。
乍
鎌
ご
鹸
揮
け
は
事
蜜
で
あ
る
。
そ

れ
は
．
素
機
の
や
う
に
、
聯
郵
制
騰
を
裸
用
し
．
面
も
議
禽
紋
漕
を
褥
つ
て
樋
な
験
謡
國
は
兎
も
角

9
し
て
、
筍
し
璽
も
．
議
愈
載
漕
を
響
つ
て
、
内
閣
を
し
て
議
禽
麟
甥
し
璽
嚢
径
を
欝
懸
し
め
て
羅

る
所
の
繕
騰
に
於
て
は
爵
腱
が
憲
濾
上
．
勢
簿
な
る
地
観
を
窟
し
て
講
る
こ
ピ
が
．
誠
海
賜
麗
麗

に
取
つ
て
．
雰
鷺
な
る
謙
碍
で
あ
る
と
嚢
ふ
こ
ε
で
あ
る
。
窺
憾
儲
蘭
粥
矯
耕
索
趨
、
及
び
藁
蟷
の

搬
田
に
麓
｛
繕
験
し
驚
る
齎
で
あ
愚
。
蘇
に
、
悌
蘭
繭
の
細
灘
鵬
、
叢
闘
め
内
鶴
鶴
震
を
穫
倣
し

で
鋤
戴
も
之
に
櫨
近
し
て
騰
愚
も
の
で
あ
る
瑛
藪
も
．
素
鷲
猿
縁
難
臓
麟
麗
ぱ
な
塾
の
で
あ
る
。

と
云
轟
の
誠
、
傷
鶴
顧
の
上
下
紺
饒
、
㈱
ち
晃
老
腕
（
齪
認
脚
）
及
ぴ
代
麟
驚
（
Ω
謬
蟹
騨
o
島
窪
ご
曾
霊
錨
舳
）
馨

鋤
欲
毒
⑫
絵
“
鑑
を
糠
《
⑳
外
．
立
濠
上
、
欝
螂
の
端
館
を
有
し
で
羅
轟
か
ら
で
あ
る
。
否
．
蹴
政
上

の
盤
鑑
に
蕊
｝
て
も
亦
一
賀
際
鵡
に
於
て
は
、
上
薩
鳳
下
醜
鶴
綴
り
て
燐
為
の
で
め
る
け
れ
ぜ
も
、

憲
法
上
に
於
．
て
は
．
婁
ろ
癖
鯵
な
る
堵
位
を
主
張
す
る
こ
ε
が
蹴
兼
轟
の
で
あ
愚
㈹
。
蒐
に
角
、
佛

蘭
職
の
内
欄
は
上
下
爾
醗
鶴
尉
し
て
喪
証
を
有
し
て
居
る
㈹
ゆ
の
み
な
ら
す
．
佛
灘
爾
の
禽
閣
賦



は
、
億
鋤
幽
に
、
下
臨
を
寛
融
す
る
こ
慮
が
出
楽
塗
ψ
。
　
電
曇
ふ
⑳
鳳
。
そ
れ
鳳
．
下
騰
曹
辮
散
せ
し

の
轟
勝
の
権
曲
畏
か
一
実
綻
傭
“
に
在
’
つ
て
．
而
も
・
大
統
鑑
駅
が
上
院
の
㎜
震
餓
7
蟹
鶴
騨
な
け
⑫
ぱ
、
之
を
爲
す

嶺
露
が
趨
楽
な
い
の
で
あ
る
か
ら
し
て
．
結
局
．
叢
権
鮨
が
上
院
に
総
る
こ
置
、
爲
る
か
ら
で
あ

叢．

o噂

蛎
駕
幽
ら
．
下
院
の
解
散
は
賞
際
上
．
殆
ど
不
町
能
な
る
こ
ピ
で
あ
る
働
。
辮
の
如
く
、
内
賜
が
上

事
駕
覧
に
溺
し
て
資
征
を
有
し
、
術
も
下
院
を
さ
へ
絶
鋤
的
に
交
蹴
す
る
ζ
ε
が
出
嶽
竃
塾
と

曇
ム
こ
ε
は
、
確
に
、
備
蘭
薦
の
内
麗
制
震
が
．
英
國
の
そ
れ
の
や
う
に
．
醐
階
龍
蓮
劔
せ
ら
れ
な
塾

擬
以
で
あ
る
o
繍
り
て
、
鵠
剛
の
駅
態
を
見
る
に
、
翻
國
に
於
て
臓
、
憲
綾
上
、
渠
し
て
、
婁
顯
の
如
き

磯
禽
款
沿
即
㌔
内
醐
制
震
を
確
立
す
る
こ
と
麟
出
來
る
や
否
や
は
頗
る
疑
岡
で
あ
る
5
簿

ゐ
、
画
家
樫
ψ
ε
紹
ふ
ぺ
潅
で
あ
る
。
論
圏
の
憲
法
に
於
て
は
．
内
關
が
議
禽
に
翻
し
｛
賛
任
を

有
す
色
曇
ム
競
定
は
鷺
い
．
　
番
、
内
閣
と
云
ふ
露
葉
、
威
は
、
捧
う
嚢
ふ
憲
瞭
⑳
霧
葉
さ
へ
な
い
、

融
蓼
磁
瞬
憲
法
．
簾
竃
十
五
儀
鵜
於
て
．
薗
務
各
大
箆
幽
天
皇
ヲ
輔
粥
樹
叢
ノ
蜜
轟
狸
」
ピ
あ
る
の

轟
噂
恥
る
9
壱
蜘
は
臨
鰯
の
憲
怯
が
奎
《
．
反
騰
鮪
雰
團
戴
内
に
於
て
．
翻
憲
璽
ら
れ
驚
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

で
φ
海
か
鑑
し
て
鰻
既
歌
を
縄
な
い
こ
ゼ
で
あ
る
が
、
乍
併
濁
騰
代
の
饗
激
織
盤
、
畿
禽
敵
漁
麹
ち

爵
縁
懸
度
の
慮
紘
に
向
弘
つ
、
あ
◎
の
で
あ
る
。
既
凝
本
的
闘
鰭
－
旨
電
に
就
い
竃
櫨
鱈
灘
鴨

　
　
　
蕃
騰
警
畿
↓
に
驚
噂
る
↓
灘
⑪
幽
鶴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
施



　
　
　
餐
墜
雛
悔
上
に
鍛
纏
轟
議
醜
の
塊
餓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
贈
6

鍵
、
磁
撚
亨
轟
毒
に
爆
，
ξ
が
綴
令
．
解
決
せ
ら
れ
る
に
し
て
む
．
あ
下
爾
暁
に
し
て
、
今
疑
の
や

，
協
、
憲
浅
上
、
豊
鱗
の
灘
蝕
を
鵬
て
原
躍
と
し
て
居
る
以
ゑ
恥
内
臨
魏
鷹
は
険
し
て
、
麹
滑
に
蓮
罵

懲
◎
愚
《
き
も
の
で
鳳
総
い
。
そ
れ
は
磯
貴
族
醗
内
閣
捻
勿
論
の
二
豊
．
餓
金
棄
議
曉
内
閣
』
で
め

醸
霧
な
、
之
を
維
擁
ず
る
鐙
ε
は
露
憾
に
圏
難
で
あ
る
。
鰐
へ
ば
財
敵
上
の
法
案
に
就
い
｛
見

饗
な
、
3
5
で
轟
る
。
今
縫
－
我
闘
の
糠
鋒
は
、
其
先
議
権
こ
そ
衆
畿
鴎
に
崔
る
け
轟
ど
も
饅
莫
鰹

の
魅
緯
於
嘘
は
、
費
衆
爾
騰
鎚
に
発
ど
隅
難
で
あ
る
㈹
。
否
、
嚢
族
鍵
慮
、
醜
癬
の
最
も
露
要
竃
る
豫

舞
騰
麓
》
風
後
楽
、
往
々
に
し
で
、
内
糊
を
窮
地
に
隆
れ
、
或
は
蕉
、
慮
を
し
て
漏
解
せ
し
め
ね
る
こ

懲
譲
べ
あ
る
α
η
。
憂
す
る
に
、
二
薩
鰯
度
に
於
て
は
．
上
下
雨
陛
が
憲
法
上
．
麹
韓
な
る
地
位
を
有
し

竃
履
る
ε
云
ぶ
こ
ピ
鑛
働
決
し
鴫
．
議
禽
政
治
即
も
内
賜
舗
騰
を
し
て
圓
滑
に
蓮
用
せ
し
め
る
駈

搬
蟹
麟
な
騨
。
　
了
慶
、
人
が
嵩
君
鵬
仕
へ
る
こ
ζ
が
撫
篠
塗
い
や
3
に
、
内
闘
も
亦
、
上
下
薦
院
に

欝
し
て
賓
任
「
を
有
す
る
こ
ピ
が
出
楽
聡
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
歓
淵
大
戦
後
に
於
て
、
二
院
制

震
む
操
摺
も
髭
る
新
輿
騰
に
於
て
は
、
胸
れ
竜
皆
．
憲
法
上
、
鰯
霞
に
、
上
暁
セ
し
て
下
院
に
從
踊
嚇

も
あ
慈
居
聾
の
礁
あ
る
兜
即
も
属
上
院
』
（
壱
層
『
ぎ
錺
o
）
な
る
醤
欝
は
騰
箆
的
に
、
傳
統
的
に
用
ゐ

ら

4
橘
ぞ
層
る
薔
素
で
あ
つ
て
、
命
日
．
曹
通
．
之
を
『
第
二
院
』
（
糟
o
曾
“
o
藝
昌
ピ
謂
つ
て
居
る
郵
．
そ
れ



鳳
第
誓
（
紹
8
包
）
な
る
の
み
な
ら
す
、
實
嘩
第
二
華
（
馨
魯
静
蔓
）
と
爲
り
て
居
る
の
で
あ
る
。

私
共
は
、
飴
等
の
新
輿
簾
國
の
憲
怯
起
草
砦
の
心
裡
を
今
、
赫
度
す
る
二
ば
が
出
凍
な
い
が
、
乍
併
．

彼
等
《
峯
業
の
結
果
が
偶
亀
英
國
の
千
九
百
十
｝
年
の
黙
會
法
篤
鼠
鑓
暑
暮
》
9
亀
ぢ
蹟
）
ε

合
致
亀
て
居
る
ε
云
ふ
ヒ
嘘
に
於
て
、
多
大
の
興
昧
を
戚
じ
て
艦
る
も
の
で
あ
る
。
　
だ
か
ら
、
私

は
以
下
に
於
て
」
莱
自
に
於
け
る
騨
、
一
院
制
度
の
経
験
を
記
違
し
、
術
し
て
最
後
に
、
千
九
百
十
八
年

四
月
璽
所
謂
ノ
ラ
イ
ス
卿
ノ
報
皆
書
』
（
弱
ぐ
8
閃
召
o
δ
な
る
も
の
を
紹
介
し
て
摘
筆
せ
う
置
思

ム
．

　
　
｛
沁
響
佛
蘭
菌
憲
怯
、
勤
電
銚
組
織
値
（
H
b
一
㌘
一
島
く
o
帥
一
、
O
茜
碧
欝
臨
8
費
山陰
㎞
超
，
輪
ぶ
∴
o
o
隷
喝
誉
N
国
o
。
凝
）
、
第
八
條
に
、

　
　
即
漉
鑑
慌
か
代
膿
娩
ト
禰
僕
サ
夢
蔽
律
ノ
豪
案
桟
及
制
定
禰
サ
有
気
纏
鞍
財
致
上
ノ
法
律
案
ハ
蜘

　
　
含
論
灘
鶴
醤
之
ゆ
概
幽
》
及
之
昌
於
テ
可
決
セ
ラ
幽
茜
彰
。
＆
あ
品
、
　
職
鎌
八
條
に
就
馳
て
に
、
千

　
　
氏
暫
七
†
糞
鱒
滋
來
、
騰
3
上
下
欄
院
の
周
に
於
て
、
窟
見
の
樹
爽
が
あ
つ
艶
。
　
期
ち
．
上
醗
に
財
敵
上

　
　
の
法
案
で
も
働
匙
撫
繍
麗
鋤
鱗
の
騨
般
的
滋
則
の
例
外
と
嬬
す
べ
琶
も
の
で
に
な
い
と
虫
瀬
し
，
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
縄
鷲
し
て
、
下
饒
に
、
紬
脇
の
湊
寮
に
鐙
す
る
優
越
纏
々
要
求
し
て
屑
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
H
）
ぎ
麟
親
蟹
醐
鴬
騨
一
づ
讐
曲
鷹
紬
曾
暫
用
o
響
6
冨
評
旨
窃
（
楠
噂
悼
o
o
鴇
雷
騨
脚
o
o
蹴
ソ
》
鋳
傷

　
　
（
皿
）
爆
G
魯
・
摯

　
　
｛
認
）
佛
鵬
輿
嬢
露
興
和
隅
が
獲
酸
曲
ら
れ
て
坦
豪
、
下
院
が
解
数
せ
嘉
れ
鷲
の
減
繭
後
、
唯
監
卵
同

　
　
　
　
各
擁
露
縁
土
に
驚
け
番
鵡
鶴
硲
地
櫨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欄
融



　
○
鑓
霊
篠
土
鶴
於
け
轡
轟
麗
の
鶴
鶴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘱
二

で
あ
轟
。
そ
轟
縫
や
八
冨
セ
噸
噸
皐
②
・
．
と
で
あ
つ
ズ
．
麟
も
，
蝿
瀞
で
も
†
量
ゆ
麟
蘂
恥
敬
め
愚

隻
亀
が
盛
｝
楽
電
か
つ
驚
⑫

（
M
》
義
一
鄭
に
蓑
鯵
轟
糞
憲
欺
灘
⑳
運
勤
に
闘
輪
七
無
の
驚
堪
鱗
騰
畿
立
の
懲
禽
書
に
讐
し
て
暑

る
⑫
マ
あ
る
が
、
篭
れ
総
搬
賑
聡
論
畿
†
二
年
の
憲
法
蜜
霜
に
瀬
暴
畿
で
、
寳
鵬
、
窃
禽
喪
蕊
亀
功
利
主
漉
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

価
ム
虫
義
薦
摩
触
◎
鶏
磯
鷺
に
遮
い
糞
麗
②
、
中
屡
愚
電
み
鵬
霞
燃
鎌
の
略
灘
し
糞
轟
時
穐
で
め

つ
灘
。
之
に
欝
も
で
噛
激
鷹
鶴
肉
⑳
風
麟
醜
黒
想
も
・
券
．
諦
講
に
織
で
あ
吻
ズ
、
醗
輸
八
華
の
麟
霞
像

鰐
。
億
噸
露
静
の
虞
羅
僚
倒
，
ゑ
び
醐
灘
十
婁
離
の
集
愈
繰
翻
。
獺
†
五
辮
の
戯
蕊
像
鰹
艦
鶴
つ
て
。
欝

雛
猛
ぷ
薬
璽
の
煽
肉
毒
制
臓
し
．
繭
し
て
雛
緬
二
＋
瑠
＋
纂
鰹
⑳
傑
礎
鎌
鯉
麟
於
て
、
蔓
蕊
上
に
漉

し
飛
。
超
か
る
．
継
繍
憾
実
が
嚇
瀦
十
七
隼
、
靭
め
て
憲
法
鱒
趨
購
縄
競
嘩
し
喪
る
縛
に
欝
つ
て
、
露

を
奮
磐
魯
属
憲
濃
艦
聡
つ
鷲
の
も
撚
も
隠
む
撫
纏
鉱
炉
所
で
め
愚
炉
、
乍
僻
．
畿
國
の
簸
法
部
全
く
、
斯

の
勉
む
反
腰
餉
＝
悪
想
の
廠
鞠
．
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
疑
纏
れ
鉱
い
、

今
篇
）
燈
属
憲
法
藩
露
六
ヤ
篤
働
◎

盤
9
騰
瀧
二
†
五
単
t
麟
濫
翻
O
麟
館
食
に
於
て
。
負
衆
踊
醗
の
閲
瞬
、
織
算
の
修
驚
梅
に
罐
す
趣
幽

り
が
趨
ウ
衷
の
℃
め
あ
が
獅
麟
に
，
勅
畿
に
供
つ
て
．
貴
族
院
も
捧
．
之
瞬
勝
す
る
鰹
運
繍
怨
有
す
る
ζ

と
b
β
つ
れ
。

’
1
7
》
糞
欝
院
に
第
†
灘
騎
噺
陽
職
禽
に
於
て
、
瞬
瓢
に
、
政
廠
灘
鴬
に
騰
鋤
し
て
、
錨
騰
穣
畷
轟
矯
撫

窩
．
幾
鯵
鰯
れ
ノ
ヘ
欝
蕊
†
酬
鳳
燈
繍
麟
食
に
於
て
、
之
に
大
繋
畿
撫
蜘
へ
唆
、
終
に
．
第
一
出
ホ
胸
麗
撫

し
て
箕
解
せ
し
め
糞
り
爾
噛
，
凱
艦
の
鋤
舎
に
於
て
も
．
其
蘭
機
が
織
憾
龍
で
あ
り
魔
と
云
ふ
＝
と



臨
亭
鷺
で
あ
吃

菖
熔
サ
縮
逸
癖
竃
法
｛
嘗
橘
翼
髭
奮
婁
ぎ
溜
穿
麗
嘗
3
3
詳
〉
蕊
蓄
落
》
、
箪
動
十
飼
條
鵬
調
憾
犠
禽
（
響
㌣

脅
祖
叢
》
フ
・
麟
決
轡
タ
彪
鹸
露
縞
鋤
》
チ
圏
陣
幽
麿
（
寄
§
鰹
欝
）
之
勢
掘
否
汎
虐
瓢
ト
少
得
．
．
。
…
姫
否
セ

ラ
〃
、
ト
キ
ハ
該
憾
律
ハ
轟
踏
ノ
露
之
チ
國
議
曾
昌
提
出
ス
（
駆
幽
ノ
場
合
昌
於
デ
若
γ
國
購

會
及
圃
艀
麟
禽
昌
於
？
漱
晃
ノ
嘲
歌
ナ
晃
サ
餌
レ
軸
ハ
園
大
縫
領
衡
簿
酵
り
酔
剛
留
纂
×
欝
欝
凋
以
内

昌
，
“
霧
係
争
問
鰐
夢
以
ヂ
國
晟
訣
鶴
（
く
9
閥
B
暴
昏
互
a
昌
鶯
ス
飽
割
ト
サ
欝
薯
馴
大
続
領
昌
シ
テ
此
ノ

犠
痢
挙
響
艇
セ
サ
虐
ト
卑
ハ
該
法
律
沸
成
立
暫
サ
館
軽
ノ
ト
騰
徽
サ
膨
（
シ
若
馴
國
謹
曾
昌
彰

テ
邑
分
ノ
ニ
ノ
多
敗
㌢
以
，
國
鰻
町
謹
倉
ノ
拒
否
チ
否
翻
ス
か
ト
鞭
ハ
大
続
領
ハ
蕊
筒
”
以
内
昌

國
駿
禽
ノ
臨
決
シ
タ
か
癒
吻
該
懐
律
チ
套
布
ヴ
叉
ハ
國
艮
決
麟
嵩
付
ス
｛
シ
』
と
あ
る
。

叉
℃
チ
出
少
響
．
落
鷲
ザ
ア
軒
ア
憲
法
、
第
・
繭
十
四
繰
．
第
一
及
醗
嬢
轟
蜜
に
、
二
、
代
蹴
院
ノ
鰯
決
ツ
タ

雛
警
律
鷺
伽
着
》
代
臨
饒
鵠
献
テ
典
ノ
嶋
罐
量
五
〇
％
ノ
霧
蝕
サ
農
サ
其
ノ
畿
靭
ノ
快
議
サ
箇

執
箔
膏
留
ト
チ
馨
明
異
鋼
ト
キ
ハ
元
老
院
昌
於
テ
反
欝
ノ
決
購
7
虐
鵠
殖
拘
ラ
奥
法
律
タ
館
（

y
著
γ
元
老
院
昌
》
撃
叢
ノ
緯
臨
長
ノ
多
敷
讐
以
テ
代
議
暁
ノ
町
決
潔
タ
商
法
律
案
弊
否
決
義

飽
ト
キ
ハ
震
淡
律
搬
あ
代
爾
晩
呂
於
テ
其
ノ
纏
臨
長
孟
分
ノ
議
ノ
藪
数
笹
以
學
茎
ノ
決
臨
夢
樽

戦
ス
盤
甥
辱
一
一
償
事
騰
廊
タ
彪
（
γ
　
二
、
発
老
焼
ノ
臨
案
幽
之
夢
艦
艦
院
嵩
提
織
λ
（
シ
若
ッ

代
編
院
昌
γ
デ
元
瑠
瀦
ノ
麟
案
チ
否
決
ス
タ
喰
元
老
院
ハ
講
ノ
騰
鵬
餓
玉
O
％
ノ
多
数
チ
以
テ

其
ノ
法
律
案
チ
再
塾
町
決
ス
ル
ト
毎
あ
該
法
律
案
ハ
代
蹴
饒
識
纏
付
魎
ラ
彪
幽
γ
若
シ
代
践
嶢

3
ツ
争
蔓
ノ
総
麟
織
薫
0
％
ノ
多
数
勢
以
テ
再
』
蝿
ノ
法
律
叢
夢
轡
決
ス
館
ト
再
ハ
簸
法
律
案

　
審
階
難
纂
急
鶴
鋳
轡
島
訟
饒
伽
紬
盈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶
滋



　
　
　
各
憾
鷲
漁
よ
に
賛
け
轟
贔
瞬
の
鳩
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齢
簿

　
　
ハ
法
露
タ
ラ
サ
劃
轟
解
」
と
あ
あ
3

　
　
　
　
　
四
　
英
礒
の
総
験

　
英
國
に
於
δ
る
二
院
翻
鷹
は
、
繭
に
も
露
つ
た
や
う
に
、
撫
ゐ
。
偶
然
に
鞭
逡
し
た
る
も
の
嘔
、
あ

る
。
而
し
て
乏
も
亦
．
偶
然
で
鳳
あ
る
が
、
今
織
、
見
る
が
麺
き
、
英
購
縄
轡
の
講
鰹
政
治
即
ち
内
購

罰
撰
の
登
達
と
共
に
、
舞
族
院
（
属
9
蓉
鼠
■
禽
辞
）
は
漸
次
．
庶
民
院
（
剛
画
．
緊
鴇
駄
9
妻
き
器
）
に
其
地

位
を
護
る
に
歪
つ
髭
の
で
あ
る
。
斯
の
如
き
籟
向
は
ヤ
九
糠
総
を
通
じ
て
、
二
十
廼
艇
に
入
つ

て
急
縛
直
下
し
だ
。
耐
し
て
恥
予
九
百
十
一
年
の
議
會
法
黛
霧
野
麗
韓
・
憲
）
は
明
確
に
、
上
下
爾
薩

の
憲
法
上
に
於
け
る
地
位
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
醜
鳳
選
撚
の
問
題
で
は
な
《
し
て
、

必
然
の
問
題
で
あ
つ
た
。

　
兎
に
角
、
英
國
に
於
て
は
．
第
踊
同
の
選
暴
法
政
正
法
案
（
簿
鍵
灘
望
剛
）
の
通
遇
し
た
る
千
八

百
い
三
十
二
年
ま
で
は
．
地
叢
が
政
治
の
蜜
梅
を
握
つ
て
居
つ
擬
の
で
あ
る
、
　
貴
族
院
鳳
成
る
程
．

有
力
で
あ
つ
た
。
乍
併
立
法
上
に
於
て
は
、
優
越
な
る
地
泣
を
も
．
蕪
、
豊
簿
な
る
地
位
を
も
主
張

せ
な
か
つ
た
¢助
．
其
勢
力
は
勿
諭
、
有
力
で
あ
つ
泥
け
れ
ど
も
、
鱗
ろ
隅
接
的
憾
め
つ
窪
の
で
あ
る
、

國
家
の
重
要
な
る
地
位
は
黄
族
に
依
つ
て
占
め
ら
れ
、
而
し
て
庶
厩
・
院
議
勲
の
大
多
轍
瞬
貴
族



の
地
主
に
依
つ
て
推
薦
せ
ら
筋
て
居
つ
た
の
で
あ
る
。
露
が
、
千
八
鷹
三
十
二
隼
を
起
鐵
ξ
し

て
・
千
八
百
六
十
七
年
及
び
入
十
四
年
の
三
回
に
亘
つ
て
、
選
麟
横
が
恢
擬
せ
ら
れ
た
る
結
果
㈹

英
國
は
雰
常
に
民
主
々
義
的
と
爲
つ
だ
．
乍
岱
、
そ
れ
で
も
、
猫
ほ
政
治
の
實
蝿
の
存
事
る
厨
は

偽
然
ε
し
て
奮
の
如
し
で
あ
つ
柁
。
そ
れ
は
、
チ
ャ
ー
テ
ィ
ズ
為
　
（
Ω
蜀
数
・
・
欝
）
及
び
勢
働
組
合
蓮
動

（
卓
＆
o
q
画
o
膏
B
）
が
笹
頭
し
た
る
二
ε
に
依
つ
て
も
亦
齋
時
、
如
何
に
一
般
の
民
衆
が
不
漏
を

穣
い
て
居
つ
カ
か
を
覗
歪
繧
が
出
崇
る
．
而
し
て
、
地
虫
の
鷹
雌
族
ピ
、
商
工
業
界
の
藝
譲

ε
の
間
に
於
け
る
政
治
的
軋
櫟
に
於
て
さ
へ
、
貴
族
院
の
地
位
が
漁
極
摩
稔
撚
事
で
あ
つ
て
、
其

組
織
・
及
ぴ
憲
法
上
の
地
位
ぽ
殆
ど
不
問
に
付
せ
ら
れ
て
騰
つ
た
の
で
あ
る
伽
．

　
　
（
讐
勿
険
從
來
に
於
畷
も
沸
、
上
下
雨
暁
の
軋
難
に
あ
つ
れ
。
隻
二
由
豊
ラ
ン
炉
．
．
、
－
ド
の
蹴

　
　
に
從
へ
ば
．
装
軋
礫
に
苧
四
百
七
年
・
（
ソ
リ
四
燈
の
時
代
凱
後
の
こ
と
で
あ
2
、
そ
れ
以
前
に
に

　
　
喰
讐
注
目
i
～
遷
も
の
が
電
か
つ
索
と
云
ふ
ζ
と
で
あ
る
。
ハ
蜜
義
，
ぎ
讐
。
拶
黛
轟
国
鯵
嘗
憐
一
一
。
。
．
、
笛
謡
一
寧

　
　
蕃
邑
量
曇
マ
色
・
乍
併
、
雌
鱗
の
軋
礫
と
．
＋
九
世
紀
の
末
葉
稼
旺
不
悔
紀
の
動
葉
に
於
て
勃
嚢

　
　
し
な
所
の
軋
櫟
電
は
殆
ど
地
較
、
F
電
ら
t
い
。

　
　
（
蜘
）
最
鑑
の
千
九
百
十
八
撃
の
遣
離
法
（
§
5
閃
o
覧
翫
o
曵
騨
臥
ε
o
箒
冨
鰯
乞
胤
m
拷
曾
。
、
幽
噂
脚
o
り
》
に
於
て
に
，
嬬
人

　
　
の
鼻
敵
櫨
々
も
認
め
，
て
艦
る
。

　
　
　
　
各
圃
憲
法
よ
に
於
確
る
上
饒
の
繭
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脚
蓋



　
　
　
各
瞬
叢
嚢
血
に
旋
確
番
嘉
騰
の
論
鷺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱
貞

　
　
（
瓢
）
置
5
ぎ
盟
6
瀞
の
麗
鍵
鼠
蟹
簿
躍
叢
辱
・
鴫
g
、
讐
夢

　
乍
併
ギ
入
百
入
十
六
無
．
ダ
，
騨
購
タ
ン
の
第
一
愛
算
醸
霞
漉
漉
鍛
食
蝿
醐
鵬
炉
駿
o
馨
鱒
籔
讐
ご

に
禽
し
で
、
上
院
は
輿
論
の
援
肋
を
得
て
、
之
を
否
決
し
尭
。
此
時
の
上
醗
の
軌
つ
た
駈
の
鰹
慶

は
管
（
畦
第
二
院
ε
し
て
の
本
分
を
難
し
た
る
も
の
ε
ぜ
ら
れ
で
罵
る
鱒
憲
云
ふ
⑳
は
．
輿
論
「
艦

曹
馳
し
驚
る
法
案
に
し
て
．
下
臨
に
於
て
、
懸
遽
。
而
も
十
分
の
轡
議
も
な
く
胃
決
せ
ら
れ
彪
る
鱗

合
に
於
で
は
、
之
を
否
決
寸
る
ピ
云
ふ
こ
ε
が
、
嬢
ろ
、
上
院
の
農
灘
で
あ
番
か
ら
で
め
る
。
蒐
に

角
、
之
に
依
つ
て
、
上
院
の
地
位
は
麟
時
．
小
康
を
褐
だ
。
勿
諭
、
続
圃
薫
（
錯
臨
o
鼠
讐
）
の
内
閣
時
代

に
於
て
も
亦
、
上
院
の
組
織
及
び
幟
隈
と
云
ふ
や
う
な
る
闘
題
櫨
趨
ら
う
筈
が
な
い
。
乍
欝
、
干

鑑
百
匠
年
か
ら
六
隼
に
蔵
つ
て
、
霞
由
黙
（
麟
馨
邑
脆
）
が
大
多
欺
を
爆
て
政
槽
を
擾
聾
、
薦
も
蕪
霊

纂
数
る
法
案
が
引
績
き
、
嘉
騰
に
俊
つ
て
否
決
せ
ら
れ
る
薦
簗
つ
て
、
初
め
て
銘
問
題
鳳
起
つ
セ

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
．
千
九
欝
七
年
．
下
院
膿
上
院
の
権
限
織
小
に
閥
す
る
淡
議
を
爲
し
尭
。
之

β
興
後
．
千
九
百
十
剛
隼
の
畿
伽
法
の
基
礎
と
爲
つ
た
の
で
め
る
恥
ぞ
れ
に
庵
拘
ぢ
ず
．
上
院
が

依
然
ピ
し
て
、
膚
由
繍
内
蘭
の
法
露
を
否
決
し
、
殊
に
千
九
薦
九
離
燦
の
豫
鯨
を
全
部
．
否
淡
す
る

鴛
雪
つ
で
．
蜥
の
如
ぎ
形
勢
は
興
頂
鐵
に
達
し
驚
．
而
も
、
千
九
蕎
†
卑
閣
於
｛
は
、
線
逡
暴
が
二



同
行
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、
銑
れ
も
自
由
瀟
の
勝
利
と
爲
つ
詫
。
勿
喰
叢
時
の
霊
嬰
な
る
問
題

は
上
院
の
権
限
問
題
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
千
九
百
十
回
年
の
礒
爵
漁
は
全
く
、
其
當
然
の
蹄

結
で
め
る
ε
謂
は
な
け
れ
ぱ
塗
ら
な
い
。

　
此
千
九
百
十
輔
年
の
繊
會
法
（
評
『
詩
目
o
轟
》
9
気
6
＝
漏
に
依
つ
て
。
騎
族
院
の
金
銭
法
案

（
ヨ
窪
超
霞
一
）
に
欝
す
る
撹
否
櫨
は
全
く
否
認
せ
ら
れ
．
彌
し
て
銘
柚
の
泌
鍵
に
製
す
る
麺
否
櫨

も
亦
、
二
籔
年
間
の
俸
止
的
掘
否
旙
ε
爲
つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
．
金
鑓
法
蘂
に
就
い
て
は
轟
若
シ

金
鏡
法
案
昌
シ
テ
旛
民
院
轟
於
プ
編
成
セ
ラ
レ
タ
〃
後
少
ク
ト
磯
興
ノ
曾
期
ノ
絡
了
前
幽
箇

月
畠
於
ク
貴
族
院
昌
廻
付
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
カ
其
ノ
廻
付
磯
剛
臓
B
以
内
昌
修
正
ナ
ク
貴
族

院
吊
依
ヲ
テ
否
決
セ
ラ
〃
、
ト
キ
ハ
該
法
案
ぞ
旛
民
院
高
於
ノ
反
鮒
ノ
意
患
ア
〆
昌
葬
少
レ

ハ
．
之
ヲ
國
王
昌
提
出
シ
貴
族
院
ノ
協
賛
ヲ
経
ス
シ
テ
裁
可
ヲ
受
ク
ル
灘
ト
晶
依
ヲ
法
律
タ
ル

～
ぎ
ピ
め
る
。
　
但
し
、
此
場
倫
に
於
て
、
金
銭
法
案
で
あ
る
や
否
や
を
裁
断
す
る
も
の
は
下
院
議

長
（
も
勉
醤
犀
窪
）
で
あ
る
。
又
、
金
鏡
濾
案
以
外
の
法
案
に
就
て
は
“
蒲
シ
金
饒
法
案
以
外
ノ
公
ノ
法

案
ヌ
ヂ
議
會
ノ
期
間
ヲ
五
簡
年
以
上
昌
延
長
セ
ム
ト
ス
ル
規
定
ヲ
含
あ
法
案
高
シ
ク
岡
輔
ノ

議
會
タ
〃
ト
否
ト
ヲ
問
ハ
ス
三
會
期
引
績
キ
慮
民
院
昌
於
ヲ
可
決
セ
艶
レ
及
少
ク
ト
モ
各
禽

　
　
　
各
鰯
憲
藤
上
に
於
鯵
る
上
暁
の
地
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
噸



　
　
　
各
機
憲
淡
上
ト
於
け
み
よ
院
の
漉
働
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瑚
飛

期
ノ
絡
了
前
一
箇
月
轟
於
少
貴
餓
院
晶
提
幽
セ
ラ
駆
タ
粥
愚
鵠
ノ
會
期
毎
揚
貴
族
院
昌
蟹
サ

テ
否
決
セ
ラ
〆
・
ト
キ
幽
餓
法
業
の
貴
族
院
ノ
第
三
綱
ノ
響
決
塾
叢
蕊
巌
異
院
轟
於
テ
反
封

ノ
意
思
ア
ル
晶
非
サ
シ
ハ
更
晶
貴
族
院
ノ
鶴
賛
ヲ
経
劃
留
ト
ナ
ク
叢
，
麟
王
鵬
提
出
シ
ヲ
裁

可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
但
シ
冶
ノ
規
建
ハ
第
一
會
期
昌
於
ヶ
声
第
二
纈
禽
ノ
期
日
ト
第
三
會
期
轟
於

ヲ
其
ノ
庶
民
院
ヲ
通
議
壷
タ
押
期
縫
ト
ノ
闘
二
騎
年
経
懸
翻
タ
謬
轟
葬
サ
膨
帥
勤
カ
ヲ
有
勉

ナ
〃
毎
ノ
》
♂
と
あ
る
、
斯
の
如
く
に
し
て
、
上
下
雨
院
の
憲
法
上
に
於
麟
る
地
位
は
確
立
せ

ら
般
た
の
で
あ
る
。
乍
併
、
千
九
■
百
十
一
隼
の
議
會
法
は
．
其
蔚
文
に
も
「
現
轟
ノ
貴
族
院
ヲ
世
襲

昌
依
ラ
ヌ
公
選
轟
俵
ヲ
夢
繊
織
セ
夢
レ
タ
溜
繁
二
院
轟
改
メ
あ
ト
講
ル
瞭
此
ノ
敦
箪
沸
直
轟

賞
行
ス
〃
コ
き
ヲ
得
ナ
ル
贔
図
2
と
あ
る
か
ら
し
て
、
要
す
る
に
、
貴
鹸
隣
敗
革
の
髄
提
で
あ
つ

て
、
決
し
て
決
定
的
な
る
も
の
で
は
塗
か
つ
泥
。
そ
れ
は
喉
、
外
騨
を
描
い
驚
の
み
で
あ
つ
て
．

内
容
に
立
入
ら
な
か
つ
控
。
即
ち
、
上
院
の
組
織
問
題
は
後
総
に
鍍
ら
躰
た
の
で
あ
る
。
乍
併
、

其
間
に
於
て
、
欧
洲
大
載
が
勃
畿
し
て
、
此
問
題
に
就
い
て
は
何
簿
の
叢
捗
を
も
見
な
か
っ
ね
。

　
　
（
毘
》
繍
欝
縞
Ω
8
・
＜
．
9
轍
甲

　
　
　
　
　
竃
　
プ
ラ
イ
潟
卿
の
報
告
書



　
露
が
、
千
九
百
十
七
年
．
八
月
二
十
五
日
．
英
圃
首
相
は
第
二
院
改
購
審
議
會
（
9
冬
『
窪
8
S
浮
・

蟹
亀o彗oコざ留8琶O

冨
目
冨
『
）
な
る
も
の
を
設
置
し
で
ノ
ラ
イ
遇
卿
を
其
委
員
長
に
任
命
し

泥
。
而
し
て
、
此
禽
議
に
付
せ
ら
れ
た
る
諮
問
箏
項
は
、
二
》
新
な
る
第
二
院
の
、
立
法
上
に
於
け
る

権
能
の
性
質
及
び
制
限
、
（
曇
二
院
悶
に
於
け
る
紛
箏
を
調
俸
す
ぺ
き
力
法
、
及
ぴ
（
§
將
寒
、
第
二
院

を
し
て
．
眞
に
第
二
院
ε
し
て
の
職
擢
を
行
便
す
ぺ
き
恕
織
を
有
せ
し
め
ん
が
爲
に
は
、
如
何
に

之
を
改
革
す
ぺ
き
か
の
問
題
で
あ
つ
泥
。
之
は
、
要
す
る
に
、
千
九
揮
十
綱
隼
の
議
會
法
の
延
長

と
も
看
倣
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
．
審
議
會
は
同
年
、
十
月
ニ
ロ
、
鋤
等
の
事
項
に
關
す
る

各
種
の
問
題
の
審
議
に
若
手
し
、
而
し
て
、
之
が
爲
咲
六
箇
月
以
上
を
鍛
し
．
禽
を
重
ね
る
こ
ε
四

十
入
團
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
乍
俳
、
此
等
の
問
題
に
就
い
て
は
、
締
局
、
各
委
員
間
に
於
て
、
非
常

に
意
見
の
相
違
が
あ
つ
て
．
典
結
果
、
プ
ラ
イ
ス
卿
は
璽
年
四
月
．
鴬
相
施
の
書
翰
の
形
式
を
取
つ

て
、
報
告
”
せ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
つ
泥
。
之
が
所
謂
「
ブ
ラ
イ
遇
卿
ノ
報
告
書
ス
鵬
受
8
労
名
◎
辞
）
で

あ
る
醐
。

　
　
（
螂
｝
ピ
器
男
£
義
帥
〇
二
薯
O
o
勤
旨
鐸
鳥
8
鼻
o
驚
鉱
o
言
5
0
馬
昌
5
00
応
8
鼠
O
げ
毒
げ
禽
（
O
山
・
剛
ε
oo
｝
お
一
〇e
㌧

　
此
『
ジ
ラ
イ
落
卿
ノ
報
7
皆
書
』
な
る
も
の
は
、
全
部
…
、
六
十
三
項
よ
勤
成
る
斯
の
、
長
文
の
書
翰
羅
の

　
　
　
　
各
御
憲
法
よ
に
於
σ
a
鵡
饒
の
地
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
審
瞬
憲
濃
よ
に
於
け
る
よ
騰
の
簸
盤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

も
の
で
あ
つ
て
．
今
、
其
霊
蔓
な
る
鶴
項
を
紹
介
す
る
こ
ε
に
す
る
．

（
一
｝
第
二
院
の
纏
限

　
（
也
　
下
院
工
）
廻
付
せ
ら
醜
詑
る
法
案
の
審
議
及
び
蜷
疋
．

　
（
三
　
比
綾
的
、
物
議
を
醸
さ
塗
ψ
牲
質
の
問
題
に
關
す
る
漁
嚢
の
襲
案
。

　
（
ご
　
法
案
を
可
決
す
る
に
灘
つ
て
、
之
に
封
す
る
闘
鶴
の
蔵
思
登
適
欝
に
表
示
せ
し
め
る

　
　
　
　
に
足
る
だ
け
の
一
獄
豫
を
園
民
に
輿
へ
る
こ
ε
。

　
＝
》
　
外
交
政
策
の
繍
き
、
麓
大
な
る
問
題
に
就
ψ
て
．
瀞
し
下
隣
が
之
を
討
議
す
る
に
†
分

　
　
　
　
の
時
間
を
有
せ
な
い
場
舎
に
於
て
は
、
†
分
．
且
つ
鴬
肉
に
畿
を
講
議
す
る
こ
豊
。

　
（
二
｝
第
二
院
の
議
員

　
（
乙
各
種
の
公
共
凄
繋
、
働
へ
ぱ
、
法
律
事
務
、
地
方
行
政
、
窯
寓
辮
務
及
ぴ
議
會
事
務
に
於
て

　
　
　
　
緩
験
を
有
す
る
藩
、
剛
民
生
活
上
、
重
大
な
る
闘
係
を
宥
す
る
携
の
、
農
商
工
業
、
財
政
、
激

　
　
　
　
育
及
び
陸
海
竃
の
谷
方
面
．
並
に
外
務
及
び
海
外
領
土
に
囎
す
る
問
題
の
如
き
，
所
認
、

　
　
　
　
帝
國
問
題
に
就
い
て
特
殊
の
智
識
を
有
す
る
者
。

　
（
ε
　
第
二
院
k
於
て
は
．
十
分
に
其
職
責
を
艦
す
こ
ε
が
蹴
禦
る
け
れ
ど
も
、
下
院
に
於
て



（
ご

…
｝

（
四
｝

　
は
、
健
康
上
、
到
鷹
、
興
激
務
に
堪
え
な
い
者
。

　
極
端
に
繍
振
的
色
聯
を
有
せ
な
い
で
、
而
も
冷
静
に
、
比
穰
的
．
禽
由
な
る
地
位
に
立
つ

　
て
、
政
治
的
問
題
を
批
獅
し
得
る
者
。

第
二
院
の
憲
法
上
に
於
砂
る
地
位
　
第
二
院
た
る
も
の
は
、
下
隣
ε
季
等
な
る
構
能
を

有
し
或
は
之
に
抗
爾
せ
ん
ε
す
る
目
的
を
懐
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
叉
、
噂

窯
一
派
の
勢
力
に
依
つ
て
左
右
せ
ら
れ
な
い
で
．
而
も
、
簾
く
．
國
民
全
瞳
の
意
思
を
確
め

る
乙
と
を
以
て
目
的
ピ
し
、
之
に
反
劃
せ
な
い
の
み
な
ら
ザ
ぞ
れ
が
適
嘗
に
表
示
せ
ら

れ
て
居
る
場
合
に
於
て
は
、
之
を
了
解
し
、
且
つ
援
助
し
て
、
人
属
に
封
す
る
全
責
任
を
負

は
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
第
二
院
の
櫨
威
は
、
寧
ろ
．
共
議
貴
が
團
象
に
錯
す
る
功
績
に

依
り
、
彼
等
の
貴
鍛
な
る
経
駿
、
卓
越
せ
る
智
識
、
及
ぴ
崇
商
な
あ
人
格
に
依
つ
て
選
任
せ

ら
れ
舵
と
云
ふ
こ
ε
に
在
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
第
二
院
控
る
も
の
は
、
之
に
依
つ
て
．

國
民
の
信
任
を
厚
う
し
、
而
し
て
、
其
討
議
に
依
つ
て
、
國
風
を
膣
磯
指
導
す
ぺ
き
も
の
で

あ
る
。

第
二
院
の
組
織

　
各
鯛
憲
怯
上
に
於
酵
る
上
薦
の
地
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



（
乙

（
ε

各
認
憲
浅
上
に
於
け
る
軌
薩
砂
賜
簾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
譲
二

地
方
的
麗
劃
に
裁
い
て
分
割
せ
ら
れ
た
る
下
院
畿
餓
に
依
つ
て
．
選
暴
せ
ら
れ
る
議

員
地
方
的
甑
劃
は
比
較
的
，
其
歎
を
少
く
し
、
成
る
醒
く
州
（
8
蓉
ぐ
）
の
境
堺
線
に
提

ひ
、
而
し
て
各
瓢
の
人
疑
を
出
豪
る
だ
繧
均
一
に
す
ξ
の
み
な
ら
ず
、
粟
纒
濟
的
事
情

を
竜
考
慮
し
で
、
大
不
列
願
を
十
三
匿
ε
す
る
。
薦
し
て
．
斯
の
如
き
匪
劃
に
依
つ
曜
、

分
割
せ
ら
れ
な
る
下
院
畿
艮
の
谷
部
に
於
て
は
、
比
鰹
畿
畿
波
に
疲
つ
て
、
逡
塔
毎
に
、

少
く
ε
も
五
潟
の
第
二
院
議
員
を
選
畿
す
る
の
で
あ
る
．
慮
が
．
凍
に
も
遙
ぺ
る
や

う
に
、
此
第
二
脱
は
露
分
の
剛
宛
の
改
選
で
あ
る
か
ら
し
て
、
轟
部
に
於
て
．
少
く
と
も

十
五
名
を
逡
出
∵
す
る
こ
と
、
爲
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
。
鴎
繍
の
第
二
院
議
員
の
纏

数
は
。
大
不
列
鰯
驚
け
で
、
二
百
四
十
六
名
ピ
せ
ら
れ
て
魁
る
．
懲
し
、
之
に
於
で
は
、
憂

耳
蘭
が
港
慮
せ
ら
れ
て
層
な
い
。
と
云
ふ
の
は
、
そ
れ
は
．
當
聴
．
下
院
に
於
け
る
愛
耳

蘭
代
表
に
聞
す
る
隅
題
が
未
だ
解
決
せ
ら
れ
て
居
な
か
つ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

薦
院
合
同
常
鷹
婁
鱗
曾
（
宣
蕊
の
冨
琶
一
凝
9
ヨ
議
紆
㊥
亀
ぎ
経
綴
o
篇
駆
。
⑳
も
な
o
＝
、
蓑
証
馨
暮
）
に

依
つ
て
題
暴
せ
ら
れ
る
貴
族
議
員
　
雨
院
合
岡
常
置
趣
澱
禽
は
．
要
す
る
に
．
．
英
國
貴

族
院
（
寓
O
瑳
Ω
9
ぎ
『
傍
）
の
歴
史
的
意
義
を
尊
慮
し
て
．
熱
塗
る
第
二
院
に
封
し
’
、



（
五
｝

　
も
亦
、
貴
族
議
鱗
を
選
出
す
る
ε
云
あ
意
味
に
於
τ
．
畿
鍛
煙
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
此
委
員
會
の
・
婁
鋤
纏
欺
は
十
名
で
あ
つ
て
、
内
、
五
屑
は
．
第
繭
圃
は
現
在
の
貴
族
院
議

　
員
中
か
ら
、
第
二
陶
以
後
は
新
塗
る
第
二
院
議
艮
中
か
ら
，
圃
騰
の
選
定
委
員
會
（
O
O
孚

　
一
且
奮
竃
ω
9
9
嫁
身
）
．
之
を
指
名
す
る
の
で
あ
る
。
地
の
五
髄
は
下
醗
議
員
中
か
ら
、

　
下
院
議
長
に
依
つ
て
指
名
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
．
此
委
員
會
は
各
議
食
の

　
開
始
と
共
に
設
燈
せ
ら
れ
、
若
し
塞
席
を
生
じ
驚
る
場
脅
紅
於
て
は
、
第
二
院
選
定
委

　
員
會
、
或
は
下
院
犠
憂
に
依
つ
て
、
充
當
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
薦
倉
圃
委
員
會
に
依

　
つ
て
、
逡
皐
せ
ら
れ
る
第
二
院
議
員
は
、
最
初
．
其
全
部
を
現
雀
の
貴
族
院
議
員
中
か
ら

　
選
出
せ
ら
れ
て
．
之
を
八
十
輔
名
と
し
．
其
後
、
漸
次
に
．
其
鮫
を
滅
じ
て
三
十
名
憲
す
る

　
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
獲
勢
の
五
十
一
の
議
席
は
貴
族
で
な
ψ
者
に
輿
へ
ら
蜘
る
の

　
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
此
種
の
貴
族
議
員
の
絡
藪
は
結
局
．
黛
†
蕊
で
あ
る
。

第
二
議
院
員
の
任
期
　
以
上
．
二
種
の
第
二
院
議
員
の
柾
期
は
†
篇
箇
年
で
あ
る
が
、
鶉

れ
も
、
其
三
分
の
一
は
四
隼
毎
に
改
選
せ
ら
れ
る
。
斯
り
獅
く
に
し
て
．
第
二
院
は
発
騰

ε
し
て
』
時
的
な
る
民
衆
蓮
励
に
左
右
せ
ら
れ
る
こ
嘘
が
な
い
の
み
な
ら
す
、
常
に
、
輿

各
國
癒
豊
上
に
於
け
轟
よ
読
の
地
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≡
昌



｛
六
）

馨
鰯
驚
機
上
に
於
算
轟
滋
眺
の
塘
僕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
國

論
に
順
磨
し
で
行
く
こ
ε
が
蹴
奈
る
硬
之
は
維
身
織
餓
鯛
に
於
て
見
ら
れ
な
い
厨
で

あ
る
。
　
叉
、
其
任
期
が
下
院
議
員
の
そ
れ
よ
）
も
疑
い
か
ら
し
て
、
鎗
二
騰
議
員
の
大
多

激
は
下
院
議
員
よ
蜘
も
多
‘
、
立
法
上
の
纒
験
を
得
、
そ
れ
よ
噸
噺
能
く
、
政
治
問
題
を
疋

當
に
璽
解
す
る
こ
ピ
が
出
楽
る
課
で
あ
る
。

第
二
院
の
立
法
上
に
於
妙
る
穣
限
　
此
問
題
に
就
て
審
議
轡
艦
於
て
、
塞
と
し
て
取
畿

つ
た
所
の
も
の
は
、
唯
。
財
欧
上
の
法
案
に
醐
す
る
縄
題
め
み
で
あ
る
轟
薦
し
て
、
之
に

於
て
も
亦
．
純
熱
た
る
財
敏
上
の
法
案
は
之
を
下
院
に
褻
ね
、
購
二
醜
に
於
て
之
を
癒
否

し
、
叉
は
修
正
す
ぺ
き
も
の
で
は
な
い
と
義
ふ
こ
と
に
輔
致
し
驚
．
騰
，
繍
然
髭
る
財

政
上
の
法
案
と
は
如
鰐
な
る
も
の
で
あ
る
か
ε
云
ふ
こ
鳳
が
問
題
で
あ
る
。
曲
問
題

を
裁
断
す
る
も
の
は
．
千
九
百
十
一
年
の
議
會
法
に
於
て
繍
．
下
驚
議
長
で
め
る
δ
れ
ど

も
“
プ
ラ
イ
ス
卿
ノ
報
皆
搬
牝
於
て
は
．
之
が
爲
に
、
将
に
、
畿
綴
せ
ら
れ
る
勝
の
爾
院
合
岡

常
置
委
・
員
會
で
あ
る
。
　
此
財
政
委
員
會
も
亦
、
各
犠
留
の
闘
始
ε
美
に
．
毅
置
せ
ら
れ
る

も
の
で
あ
つ
て
、
其
婁
鱒
は
雨
院
議
員
中
か
ら
夫
々
七
窮
施
、
轍
騰
の
選
定
婆
員
禽
、
之
を

指
名
す
る
の
で
あ
る
、
但
し
、
其
委
員
長
は
外
部
よ
頓
、
乞
撫
斜
致
す
愚
こ
ε
が
幽
凍
る
、



｛七
｝

二
院
間
に
於
け
る
紛
璽
の
鵬
俸
　
從
來
に
於
て
も
亦
、
二
院
聞
に
於
け
る
紛
欝
を
解
決

せ
ん
が
爲
に
、
協
議
曾
（
O
＆
馨
邑
な
る
も
の
が
設
置
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
け
蜘
ど
も
．

其
規
則
が
鯨
に
融
通
が
利
か
輩
か
ら
し
て
、
最
近
数
鶴
間
に
於
て
は
、
殆
ど
利
罵
せ
ら

れ
な
い
。
そ
こ
で
瞬
プ
ラ
イ
ス
卿
ノ
報
告
書
t
於
て
も
亦
．
曲
禰
の
協
議
會
を
認
め
て
居

る
が
ぞ
れ
は
從
來
の
も
の
よ
り
も
更
に
簡
翠
に
し
て
．
彌
力
的
な
る
も
の
で
あ
る
．
之

に
依
る
ε
・
先
づ
各
議
愈
の
開
始
ε
共
に
、
爾
院
議
員
中
か
ら
央
摩
二
十
名
宛
。
爾
院
の
選

定
委
員
會
に
於
て
、
獅
嶺
し
た
る
委
員
よ
9
戌
る
斯
の
常
置
協
議
婁
員
會
（
OO
停
”
．
免
昌
o
q
O
。
診
，

糟
お
8
0
∩
o
導
鼠
欝
o
）
な
る
も
の
を
組
織
す
る
。
而
し
て
．
此
簿
四
十
省
の
委
員
は
常
澱
委

員
で
あ
つ
で
、
問
題
の
趨
る
毎
に
ぞ
れ
に
到
し
て
．
專
門
的
知
識
を
奮
し
て
居
る
斯
の
臨

時
委
員
を
之
に
附
加
へ
る
の
で
あ
る
。
此
等
の
臨
時
婁
貴
も
亦
、
常
置
委
員
ξ
岡
檬
の

方
法
に
依
つ
て
、
爾
院
議
員
中
か
ら
夫
々
＋
名
宛
、
掲
名
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
．
但
し
、
如

何
な
る
場
合
に
於
て
も
、
協
議
委
員
會
の
委
員
総
数
は
六
十
省
を
超
遇
し
て
は
な
ら
な

い
。
之
は
協
議
を
鍛
も
有
動
に
進
捗
量
し
め
ん
が
爲
で
あ
る
。
此
協
議
委
員
會
は
財

政
上
の
法
案
以
外
の
法
案
に
就
い
て
、
二
院
闇
に
鵡
つ
詑
筋
の
紛
箏
を
調
停
す
る
も
の

　
各
隣
憲
鹸
上
に
於
”
轟
上
院
の
紬
偉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
皿



　
各
鰭
窟
愉
上
に
於
綜
蚤
轟
擁
の
蟷
催
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壬
ハ

　
で
あ
つ
て
．
腹
藏
な
濤
討
議
を
逡
げ
し
め
ん
が
爲
に
．
禽
畿
を
穂
密
に
し
て
居
る
。
乍
併
、

　
斯
の
麹
き
協
議
黍
露
禽
穏
依
つ
て
も
、
猫
ほ
紛
孚
が
解
決
せ
な
い
場
金
に
於
て
は
、
其
係

　
解
法
案
は
霧
び
協
緯
墨
員
禽
に
廻
付
せ
ら
れ
る
。
慨
し
て
、
婁
鎚
露
に
於
て
は
、
訳
の
禽

　
期
に
於
て
、
再
ぴ
飴
問
聡
を
取
扱
ふ
の
で
あ
る
。
漕
し
此
際
．
協
縫
婁
員
會
が
雨
院
に
欝

　
し
て
．
前
同
と
岡
楼
な
る
形
式
に
於
て
、
其
法
案
を
鞭
轡
す
る
蔵
ら
ぱ
、
醗
院
は
再
ぴ
之
を

　
審
議
す
る
。
而
し
て
甫
院
興
に
之
に
同
意
す
る
時
は
、
焚
演
鑑
は
蝿
愚
し
、
之
に
反
し
て
。

　
雨
院
共
に
之
に
厨
灘
せ
な
い
時
．
或
は
叉
、
下
院
の
み
が
之
鰹
岡
意
せ
な
い
時
は
、
其
法
案

　
は
無
効
ピ
爲
る
の
で
あ
る
。
乍
併
、
若
し
下
院
の
み
が
鵠
浅
罐
に
岡
意
し
、
而
も
、
そ
れ
が

　
協
議
委
員
會
に
於
て
、
幽
庸
婁
員
の
表
決
、
三
票
以
上
の
多
敵
劾
以
て
．
穣
告
せ
ら
れ
ね
る

　
時
は
、
之
を
國
王
に
提
出
し
て
、
裁
可
を
受
け
る
の
で
あ
る
．
　
叉
、
馨
し
協
議
委
員
會
が
薗

　
同
と
同
襟
な
る
形
式
に
於
て
．
其
怯
案
を
報
告
す
る
こ
ピ
に
輔
致
せ
ず
、
或
は
叉
、
三
票
以

　
下
の
多
敦
を
以
で
、
之
を
報
轡
す
る
こ
ご
に
一
致
す
る
な
ら
ぱ
、
燕
法
案
は
無
効
ε
爲
る
。

　
勿
論
、
嗣
院
に
於
て
、
之
を
承
認
し
た
る
場
合
に
於
て
は
．
此
限
で
ば
な
い
。

所
謂
ヂ
ラ
4
ヌ
卿
ノ
鞭
麿
欝
な
る
も
の
は
．
大
艦
、
以
上
に
於
て
煽
ぺ
詫
や
う
で
あ
る
鍍
乍



併
「
之
は
一
般
に
、
英
國
に
於
て
不
騨
鋼
で
あ
つ
た
。
ε
曇
ふ
の
は
、
を
れ
は
干
九
胃
十
一
年

の
議
會
漆
を
骨
抜
き
に
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
．
之
に
鋼
す
る
批
詐
家
は
、
主
と

し
て
、
現
在
の
貴
族
院
其
者
に
封
し
て
反
封
し
て
居
る
潜
で
あ
る
。
彼
韓
の
多
く
は
千
九

百
十
一
年
の
議
曾
法
の
精
聯
を
懐
抱
し
て
居
る
。
嘗
時
の
聯
立
内
閣
が
此
『
プ
ラ
イ
ス
卿

ノ
報
告
い
書
』
に
從
つ
て
噛
上
院
改
革
を
敢
て
爲
さ
な
か
つ
π
の
も
亦
、
之
が
爲
で
あ
ら
う
。
・
乍

併、

今
日
、
議
會
政
治
即
ち
内
閣
制
度
が
、
英
國
程
に
、
登
逡
し
て
居
な
い
諸
國
に
於
て
は
、
叉
、
之

を
以
て
、
飽
山
の
石
慮
す
る
二
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。

盗
儀
鑑
怯
上
艦
於
け
る
上
競
の
地
位

婦
署


